
 

 

 

 

 

 

 

 

足立区子どもの貧困対策実施計画 （平成27年度～平成31年度） 

 

１ 子どもの貧困対策を本格スタート 

足立区では、「治安・学力・健康・貧困の連鎖」を４つのボトルネック的課題（＝克服しない限り区

内外から正当な評価が得られない根本的課題）と位置づけ、取組みを進めてきました。特に貧困につい

ては、親・子・孫と世代が変わっても、その状態から脱することができない「貧困の連鎖」が、より根

深い問題であると認識し解決に努めてきましたが、全庁的な取組みには至っていませんでした。 

そのような中、国は平成２６年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を施行。８月には「子

供の貧困対策に関する大綱」を制定し、子どもの貧困対策に取組む姿勢を示しました。これを契機に当

区でも平成２６年８月に「子どもの貧困対策本部」を設置。平成２７年度には「未来へつなぐ あだち

プロジェクト（足立区子どもの貧困対策実施計画）」を策定し、本格的な取組みに着手しました。 

 

２ 基本理念と姿勢 

 

（１） 全ての子どもたちが生まれ育った環境に左右されることなく、自分の将来に希望を持てる

地域社会の実現を目指します。 

（２） 次代の担い手である子どもたちが「生き抜く力」を身につけることで、自分の人生を自ら

切り開き、貧困の連鎖に陥ることなく社会で自立していくことを目指します。 

（３） 子どもの貧困を家庭の経済的な困窮だけでなく、地域社会における孤立や健康上の問題な

ど、個々の家庭を取り巻く成育環境全般にわたる複合的な課題と捉え、その解決や予防に向

けて取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 足立区の子どもを取り巻く現状 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実施計画には、上記のほか「１８歳未満の人口と１８歳未満の生活保護受給者数」「基礎学力を身につけてい

る児童の割合等」「区立小・中学校の不登校児童・生徒数」「区内都立高校中途退学者数とその内訳」「早期（満

３７週未満）に産まれた子どもの割合」「区内の児童虐待相談件数」「歯科健診でむし歯ありの判定を受けた子

どもの割合」「歯科健診で未処置のむし歯がある子どもの割合」を基礎データとして掲載しています。 

 

※児童扶養手当：離婚や死別等により、18歳年度末まで

の児童（中度以上の障がいの程度にある 20歳未満の児

童を含む）を養育するひとり親または養育者に支給され

る手当でH22年8月父子家庭にも支給対象が拡大 

＜概要版＞ 

基本理念 

7つの 

取組み姿勢 

(1)全庁的な取組み (2)予防・連鎖を断つ (3)早期かつきめ細や

かな施策の実施 

(4)学校をプラット 

フォームに 

(5)リスクの高い家庭

への支援 

(6)NPO等との連携 (7)国、都等への働き

かけ 

横断的・総合的に施策

を推進し、貧困が世代

を超えて連鎖すること

を防ぐ環境整備を進め

ます。 

特に「予防する・連鎖

を断つ」に主眼を置い

て、真に必要な施策に

集中的・重点的に取り

組みます。 

実態把握に努め、施策

を必要とする家庭や子

どもが確実に利用でき

るように進めます。 

子どもの成長・発達段

階に合わせた、切れ目

のない施策を推進して

いきます。 

子どもの健全な成育環

境を担保するため、リ

スクの高い家庭への重

点支援を行います。 

対策に取り組む民間・

ＮＰＯ・地域等に対し

様々な支援を行うとと

もに、横断的連携が図

れるよう進めます。 

あらゆる機会を捉えて

政策や予算の要望、連

携の強化を求めていき

ます。 

① 足立区の人口推計 
（高齢化・年齢別人口の推計） 

少子高齢化が今後も

加速し続け、社会保障

制度は「騎馬戦型」か

ら「肩車型」へと変化

する人口構成が予想

されています。 

総人口674,111人 
 

 

 

総人口616,521人 

30年で約１割減 

 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000 元234 5678 9101112 13141516 171819202 122232425

③ 就学援助率 
（学用品代や給食費等の援助制度） 

区内の就学援助率は、小・中学校ともに国や

都の平均値を大きく上回っており、小・中学

校全体の平均は国平均の２.４倍となってい

ます。 

② 児童扶養手当受給者数 

区内の児童扶養手当受給者数（世帯）は、20

年前（平成６年）に比べ１．８倍に増加して

います（平成６年：3,860人、平成２６年：

7,133人）。 

④ 全国学力・学習状況調査での 
足立区の平均正答率と全国平均との差 

小学校は、平成 26年度に初めて区平均が全

国平均を上回り、平成 27年度には 4教科中

3教科で全国平均を上回りました。 

中学校は、全教科で全国平均を下回っていま

すが、4教科中3教科で全国平均との差を少

しずつ縮めています。 

（グラフは一部変更して掲載しています） 

※国平均及び都平均（H19以降）は文部科学省より 

データ提供（H25まで） 

全国平均点を±０とする 
単位：％ 

平成27年の人口構成 
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児童扶養手当受給者数の推移
単位：人 

単位：年 
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４ 施策の柱立てと指標 

① 施策の３本の柱立て 
～「教育・学び」「健康・生活」「推進体制の構築」～ 

貧困の連鎖を断ち切るためには、世帯の所得や家庭環境に関わらず、自分の将来を切り拓くため

の「生き抜く力」を身につけることが重要です。 

足立区は、「教育・学び」「健康・生活」「推進体制の構築」の３つの柱立てをして、具体的な事業

展開を進めていきます。 

② 柱立てと施策 
 

 

 

 
NO 施策の考え方 代表的な事業 

施
策
１ 

★学力・体験支援 
全ての子どもたちが家庭環境や経済状況に左右されることなく、自

分の能力・可能性を伸ばし、夢に挑戦できるよう、基礎的・基本的な

学力の定着に向けた取組みを進めるとともに、自然や地域文化に親し

む体験活動や異世代交流を通じて、学びの意欲向上を図ります。 

■ 基礎的・基本的な学力の

定着に向けた事業 

■ 学力向上のための講師配

置事業 

■ 足立はばたき塾、土曜塾 

■ 大学連携による体験事業 

施
策
２ 

★学びの環境支援 
全ての子どもたちが安心して教育を受けられるよう、学校をプラッ

トフォームとした相談体制の充実や関係機関との連携により支援強

化を図るとともに、就学援助等による就学支援、奨学金等による高校

進学支援など、学びの環境を整えていきます。 

■ 教育相談事業 

■ ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ活用事業 

■ 適応指導教室（ﾁｬﾚﾝｼﾞ学

級） 

■ 育英資金貸付事業 

施
策
３ 

★子どもの居場所づくり 
学習習慣の定着と学習意欲の向上を図るため、家庭での学習が困難

な子どもたちに学習の場所を提供します。また、就労等により保護者

が不在の家庭の子どもが放課後等に安心して過ごせるよう、遊びや交

流の場を確保し、多様な子どもの居場所づくりを推進していきます。 

■ 居場所を兼ねた学習支援 

■ 区施設等を利用した子ど

もの居場所づくり 

■ 放課後子ども教室推進事

業 

施
策
４ 

★キャリア形成支援 
社会人・職業人への円滑な移行のために、高校生のキャリア教育を

促進します。また、高校の中途退学を防止するために東京都との連携

を強化し、情報交換等を行うとともに、中途退学者が無業者やフリー

ター等にならず、自立した生活を送ることができるよう、学び直しや

就労等の支援機関を案内します。 

■ 高校生キャリア教育 

■ 高校中途退学予防(東京都

教育委員会との連携強化） 

■ 高校中途退学者・卒業後

進路未決定者向け支援案

内の配布 

 

 

 

 

 

 
NO 施策の考え方 代表的な事業 

施
策
１ 

★親子に対する養育支援 
子育て世帯が孤立することなく子どもを養育できるよう、妊娠届け

時から支援を要する世帯を把握し、関係機関と連携して効果的な対策

を実施します。また、親子のふれあいを深める事業などのソフト面だ

けでなく、保育施設整備などのハード面についても親子を支援してい

きます。 

■ 妊産婦支援の充実ASMAP 

■ こんにちは赤ちゃん訪問 

■ あだち･ほっとほーむ事業 

■ 児童虐待防止啓発事業 

■ あだちはじめてえほん 

■ 保育施設整備事業 

施
策
２ 

★幼児に対する発育支援 
就学前は、子どもの健やかな発育の基盤となる時期です。円滑に小

学校教育に移行できるよう就学前教育の充実を図っていきます。ま

た、食や生活の正しい習慣の定着と総合的な発達課題の早期発見と適

切な対応を図ります。 

■ 歯科健診の強化（４歳か

ら中学３年生まで） 

■ ５歳児プログラム 

■ 食育の推進事業 

■ そだちチューター 

施
策
３ 

★若年者に対する生活支援 
学校との関係が希薄となった高校中途退学者、高校を卒業したもの

の無業や不安定就労にある者、青年期・成人期の発達障がい者などの

若年者に対し、学び直しや就労を支援することで、社会的な自立を促

します。 

■ あだち若者サポートステ

ーション 

■ セーフティネットあだち 

■ 発達障がい青年期・成人

期支援（区内大学連携） 

施
策
４ 

★保護者に対する生活支援 
保護者に対し、生活状況に応じた給付事業などの支援を行うととも

に、社会的孤立等に陥らないよう、「つなぐ」シートを活用する等によ

り相談機能の連携を強化していきます。特に、貧困率が５０％を超え

るとされるひとり親家庭に対しては、専門的技能の修得により正規雇

用につなげる支援や精神的負担を軽減するための居場所づくりなど

重点的に取り組みます。 

■ ひとり親家庭に対する就

業支援 

■ ひとり親家庭の交流支援 

■ 生活保護費給付事業 

■ 各種医療助成事業 

■ 発達障がい児・者のペア

レントメンター育成事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 子どもの貧困に関する指標 
本実施計画では、計画の実効性を担保するため、子どもの貧困に関する２４の指標を設定し、その

数値変化を確認することで、状況を把握するとともに、施策の実施状況や効果を検証し、必要に応じ

て見直しや改善を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来へつなぐ あだちプロジェクト（足立区子どもの貧困対策実施計画） 
平成２８年２月発行 

発行 足立区  編集 足立区 子どもの貧困対策担当部 

〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番１号 

電話 03-3880-5717（直通） 

FAX 03-3880-5610 

E-mail k-hinkon@city.adachi.tokyo.jp 

学校を「プラットフォーム」と位置付け、教育による学力の定着、相談体制や

関係機関との連携を含めた学びの環境整備、居場所の確保を図ることで、総合

的な子どもの貧困対策を進めていきます。 

柱立て１ 

教育・学び 

子どもの貧困の「シグナル」を早期に発見し、適切な支援を行うため、妊娠期

から切れ目なく対策を実施していきます。また、貧困のリスクとなる健康格差

について、必要な是正を図るとともに、子育て世帯の保護者や高校中途退学者

などの若者が孤立せず、社会的に自立できるよう支援していきます。 

柱立て２ 

健康・生活 

★「つなぐ」シートの活用により、相談機能の連携強化を推進します。 

★家庭の生活実態を継続調査により把握し、対策の効果を分析しながら、本計

画の見直しに生かしていきます。 

★他自治体との連携を進め、国・都への要望や依頼を積極的に行います。 

★職員をはじめ、地域やＮＰＯ、民間企業などに啓発事業を実施し、子どもの

貧困対策の担い手の育成を図りつつ、一体となって取り組んでいきます。 

★子どもの貧困対策に貢献したいと考えている企業と、現場で活動をしている

ＮＰＯ団体等とのマッチングを積極的に行うことで、連携体制の構築や強化

を図り、より効果的で相乗効果を生むような支援をしていきます。 

柱立て３ 

推進体制 

の構築 

主な指標 

★「全国学力・学習状況調査」の児童・生徒の平均正答率 

★区立中学校の高校進学率及び進路内訳（全日制、定時制、通信制等の進学率） 

★区内都立高校の中途退学者数（率）（全日制、定時制） 

★養育困難世帯の発生率・解決率 

★歯科健診でむし歯ありの判定を受けた子どもの割合 

★ひとり親に対する就業支援事業による就業率及び正規雇用率   など 

未来へつなぐあだちプロジェクト 検索 

詳しくは、区ホームページから 

実施計画をご覧ください。  

mailto:k-hinkon@city.adachi.tokyo.jp

